
  

 

アルメタックス（株）が生産・出荷した防火サッシにおける 

国土交通大臣認定の仕様への不適合 

 

平成 29年 7月 25日 

住宅局建築指導課・住宅生産課 

 

○ アルメタックス（株）から国土交通省に対し、以下の報告がありました。 

 同社が国土交通大臣認定の仕様に適合しない防火サッシ※1を 84棟の住宅等に出荷した

こと 

 性能試験を行なった結果、これらの防火サッシが建築基準法で定める必要な遮炎性能を

有していることを確認したが、早急にサッシの取替えを行う方針であること 

 既に 84 棟全ての所有者に連絡していること 

○ 国土交通省は、同社に対し、是正工事の迅速・円滑な実施、相談窓口の設置、原因究明及

び再発防止策の提出を指示しました。 

※1 防火サッシは、延焼のおそれのある部分の開口部に設置する一定の遮炎性能のある防火設

備として、同社が国土交通大臣による構造方法等の認定を受けて生産したもの 

１． 事案概要 

(1) 国土交通省は、アルメタックス（株）より、同社が生産・出荷した防火サッシが国土交通大

臣認定（以下「大臣認定」という。）に適合しない仕様となっているとの報告を受け、以下

の事実関係を把握。 

・ 不適合があったのは、同社が取得している大臣認定 46 件中 3 件（認定番号

EB-1771、EB-1789、EB-1683）のうち H28.6.24～H29.3.28 に出荷したもので、そ

の出荷先は 84 棟の住宅等であること※2 

※2他の大臣認定 43 件について、不適合製品が出荷されていないことを確認済み。 

・ 不適合は、生産段階におけるデータの入力ミス等により生じたものであり、屋内側ガ

ラスを厚さ 5mm とすべきところを 3mm と誤ったものであること 【次ページ表参照】 

・ これらの 3件の大臣認定について、屋内側ガラスの厚さを 3mmとした試験体で自社

試験を行なったところ、建築基準法において求められる遮炎性能を満足していたこと 

・ 84 棟全ての所有者に連絡済みであること 

・ 同社は早急に是正工事を行う方針であり、既にその一部は是正を完了していること 

(2) これを受け、国土交通省は、84棟の物件リストを入手し、関係特定行政庁に対し、建築

基準法違反等※3の事実確認と是正確認を進めるよう指示。 

※3 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度を利用している

住宅は、評価方法基準のうち、耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部））の基準

に不適合となる。 

(3) 平成 29年 7月 24日現在、4棟について、関係特定行政庁が、同社からの報告を受け

 



違反事実を確認（残る 80 棟についても関係特定行政庁が確認中）。 

(4) 国土交通省は、同社に対し、是正工事の迅速・円滑な実施、相談窓口の設置、原因究

明及び再発防止策の提出を指示。 

認定番号 EB-1771 EB-1789 EB-1683 

姿図 

※ 薄青色が

誤りのあった

ガラス 

 

 

段窓 

 

 

連段窓 

 

 

連段窓 

断面図 

（認定仕様） 

（単位：mm） 

（不適合） 

（単位：mm） 

姿図） Ｆ：fix 窓、赤破線：開き窓 断面図） 波線：屋外側網入りガラス 

２． 相談窓口 

(1) アルメタックス（株）において、以下の窓口が設置されています。 

【窓口】 アルメタックス株式会社 建材第一営業部 建材営業一課 

  電話番号 0120-998-226 

  受付時間 9:00-17:00（土日､祝休日､年末年始を除く） 

(2) 公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター（愛称：住まいるダイヤル）に次

の消費者相談窓口を設置しています。 

【窓口】 電話番号 0570-016-100 

    PHS や一部の IP 電話からは 03-3556-5147 

  受付時間 10:00-17:00（土日、祝休日、年末年始を除く） 

 

（問合せ先） 

■建築基準法 に関すること 

 国土交通省住宅局建築指導課 企画専門官 田 中 政 幸 （内線 39-564） 

     技術調査係長 藤 本 陽 一 （内線 39-525） 

■住宅の品質確保の促進等に関する法律 に関すること 

 国土交通省住宅局住宅生産課 課長補佐 鹿 島 芳 泰 （内線 39-453） 

     性能係長 太  田   拓 （内線 39-421） 
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